
生田教会練習オルガニスト登録について 

1)申し出および申込書の手続きと更新 

 オルガンを学ぶ意欲があり、利用希望する者は、以下のアドレスへ申請書を添付送信し、これを持って受付

とする。 

オルガン活用委員会メールアドレス:   Ikuta.organ@gmail.com 

または、所定の用紙に必要事項を記入の上、役員会に申し出ること。 

有効期限は 4月から翌年 3月とする。継続利用希望者は毎年 4月に更新手続きを取ること。 

2)事前の説明 

 役員会の許可を受けた利用希望者は、役員会の指名する運営責任者に、鍵の管理・使用方法・避難経路・注

意事項などの説明を受けること。 

3)利用の開始 

上記の手続きを経た者は、インターネット上で共有されている練習スケジュール表にアクセスし、承認を得

た後、教会行事、他の利用者と重ならないように予約を書き込む。 

アクセスできない者は運営責任者を通して利用予約をすること。 

4)利用可能時間および利用の際の献金 

 日曜日と月曜日を除く午前：9:00〜12:00 

     月曜日を除く午後：12:00〜15:00 

           夕方：15:00〜18:00 

           夜間：18:00〜20:00 

 光熱費、楽器維持費を目的とする献金を申し受ける。目安は一区分¥2,000- 

 なお、献金は、振込人氏名に「オルガン」を追記し、以下の口座にお振り込みください。 

  ゆうちょ銀行：記号 10230 口座番号 35543441 （店名 〇二八 店番 028） 

5)その他 

*オルガンがある礼拝堂は、神様に祈りを捧げる神聖な場であることをご理解の上、ご利用ください。 

 尚、礼拝堂での飲食は不可。 

*生田教会奏楽者および準ずる者は、申込書の提出と利用の際の献金は省略。  

*葬儀等不測の教会行事が入った場合、利用不可となる場合がある。行事日程確定次第、運営責任者より利用

希望者に連絡する。 

*利用者の過失が明らかな故障破損が生じた場合は、速やかに教会または運営責任者に報告し、その利用者の

責任において修復すること。 

*演奏会・見学等で臨時に利用する場合は、個別に対応する。 

[連絡先] 生田教会 オルガン活用委員会(運営責任者) 

                            奥田哲生  090-8117-4462 2tenor@ezweb.ne.jp               

                            末次かおり 090-8560-0700 kaorisun331@gmail.com  
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申し込みから利用までの流れ 

 

① 申込書に記入の上 ikuta.organ@gmail.com に送信。または申込書を提出 

② 第一日曜日(第二週の場合もあり)の役員会にて承認 

③ 承認の連絡を受ける 

④ オルガン活用委員会担当者との初回打ち合わせ日を調整、詳細説明を受ける 

⑤ 共有カレンダーへのアクセス権を申請、承諾を受ける 

⑥ 共有カレンダーに氏名を記入する。ここから利用開始 

⑦ 利用感謝献金を指定口座に送金 

 

2026 年 6月 7日 役員会承認 
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